
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  クレジットカードによる国税の納付             

Ｑ：税金が、クレジットカードで納めるこ

とができるようになるそうですが、どのよう

になるのですか？                                     

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

平成28年度の税制改正では、納税者の利便

性の向上のため納付手段の多様化を図るとい

う観点から、税金(国税)をクレジットカード

で納めることができる制度が創設されました。 

概要は、次のとおりです。 

①税額が1,000万円未満で、かつ、クレジット

カードによって決済することができる金額

以下であること 

②納付が可能な税目は、所得税、法人税、消

費税など「納付書を添えて納付」すること

とされている税目が対象となり、印紙を貼

り付けて納付するなど、納付書を添えて納

付されない税目は対象になりません。 

③納付する場合の具体的な手続きは、インタ

ーネットを利用できるパソコン等から国税

庁のホームページにアクセスした上で、そ

こから遷移される納付受託者のweb画面に

おいて、クレジット番号や有効期限などを

入力を行うことが必要になりますが、一般

的に行われるインターネット上でのクレジ

ット決済と同様に、特段の事前準備は必要

ありません。 

④この取扱いは、平成29年１月４日以後の納

付から運用され、源泉所得税については、

同年６月以後かの納付から利用可能となる

予定です。 
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